
  

　　　前年同月比　実質※118.9%の増加　名目※321.8%の増加

　　　全国の消費支出（二人以上の世帯）は、１世帯当たり351,522円

　　　前年同月比　実質※12.6%の減少　名目※30.3%の減少

　　　前年同月比　実質※114.9%の増加

　　　　　　　　　実質※215.3%の増加

　　　　　　　　　名目※317.7%の増加

　　　全国の勤労者世帯の実収入（二人以上の世帯）は、１世帯当たり1,207,545円

　　　前年同月比　実質※10.0%

　　　　　　　　　実質※20.3%の増加

　　　　　　　　　名目※32.4%の増加

              ※1：物価の変動を取り除いた数値　実質化には消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）を用いた。

              ※2：物価の変動を取り除いた数値　実質化には消費者物価指数（総合）を用いた。

              ※3：物価水準の影響を考慮していない数値

勤労者世帯 勤労者世帯

集計世帯数 87 46 7,276 3,912

世帯人員(人) 2.62 3.06 2.87 3.19

有業人員(人) 1.24 1.91 1.34 1.82

世帯主の年齢(歳) 63.8 51.3 61.0 51.2

受取 － 2,264,200 － 2,035,094

実収入 － 1,338,935 － 1,207,545

経常収入 － 1,305,564 － 1,178,014

勤め先収入 － 1,249,718 － 1,090,068

世帯主収入 － 1,014,537 － 877,159

うち男 － 1,009,691 － 824,030

定期収入 － 382,081 － 399,645

臨時収入・賞与 － 632,456 － 477,514

臨時収入 － 10,785 － 8,447

賞与 － 621,671 － 469,067

世帯主の配偶者の収入 － 233,975 － 183,466

うち女 － 233,975 － 177,358

他の世帯員収入 － 1,206 － 29,443

事業・内職収入 － 4,181 － 6,305

家賃収入 － 0 － 1,642

他の事業収入 － 18 － 3,792

内職収入 － 4,162 － 870

他の経常収入 － 51,666 － 81,642

財産収入 － 100 － 2,612

社会保障給付 － 51,565 － 78,632

公的年金給付 － 40,462 － 63,493

他の社会保障給付 － 11,103 － 15,139

仕送り金 － 0 － 397

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

　2025年(令和７年)12月分　家計調査結果（二人以上の世帯）（松江市）　

　　　　　〇消費支出(二人以上の世帯）は、   １世帯当たり 374,507円

　　　　〇勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯）は、   １世帯当たり 1,338,935円

消費支出（１世帯当たり）

実収入（１世帯当たり）



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

特別収入 － 33,370 － 29,531

受贈金 － 11 － 3,107

他の特別収入 － 33,359 － 26,424

実収入以外の受取(繰入金を除く) － 501,019 － 534,834

預貯金引出 － 295,327 － 371,193

保険金 － 10,819 － 7,932

個人・企業年金保険金 － 10,819 － 4,626

他の保険金 － 0 － 3,306

有価証券売却 － 0 － 479

土地家屋借入金 － 0 － 0

他の借入金 － 0 － 1,219

クレジット購入借入金 － 194,873 － 150,714

財産売却 － 0 － 2,832

実収入以外の受取のその他 － 0 － 466

繰入金 － 424,247 － 292,715

支払 － 2,264,200 － 2,035,094

実支出 － 664,001 － 571,265

消費支出 374,507 417,802 351,522 374,127

1 食料 100,338 98,396 107,937 108,586

2 住居 9,110 13,933 22,121 22,611

3 光熱・水道 26,787 24,135 24,006 23,276

4 家具・家事用品 14,819 13,107 15,205 16,342

5 被服及び履物 10,500 15,307 10,903 13,499

6 保健医療 15,033 14,250 18,691 17,116

7 交通・通信 85,671 129,362 42,826 51,074

8 教育 2,347 4,684 11,616 19,285

9 教養娯楽 37,413 36,770 35,350 38,304

10 その他の消費支出 72,490 67,859 62,867 64,034

(再掲) 教育関係費 19,038 15,709 16,809 27,469

(再掲) 教養娯楽関係費 42,780 41,865 39,603 43,178

(再掲) 移転支出(贈与金＋仕送り金) 28,520 14,379 12,092 13,322

(再掲) 経常消費支出 253,345 253,235 253,187 264,381

(再掲) 情報通信関係費 17,697 17,099 15,397 16,448

(再掲) 消費支出(除く住居等) 296,333 308,571 310,761 328,801



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

非消費支出 － 246,199 － 197,138

直接税 － 92,003 － 70,819

勤労所得税 － 64,807 － 45,207

個人住民税 － 23,595 － 20,798

他の税 － 3,601 － 4,814

社会保険料 － 154,070 － 126,254

公的年金保険料 － 91,120 － 74,399

健康保険料 － 50,517 － 40,281

介護保険料 － 8,115 － 7,418

他の社会保険料 － 4,318 － 4,156

他の非消費支出 － 126 － 65

実支出以外の支払(繰越金を除く) － 1,223,440 － 1,156,574

預貯金 － 1,049,829 － 975,387

保険料 － 23,471 － 20,861

個人・企業年金保険料 － 9,172 － 5,544

他の保険料 － 14,298 － 15,318

有価証券購入 － 5,173 － 8,088

土地家屋借金返済 － 38,002 － 40,099

他の借金返済 － 5,944 － 2,838

クレジット購入借入金返済 － 100,996 － 106,051

財産購入 － 0 － 2,298

実支出以外の支払のその他 － 27 － 952

繰越金 － 376,759 － 307,255

可処分所得 － 1,092,736 － 1,010,407

黒字 － 674,933 － 636,280

金融資産純増 － 772,326 － 624,732

貯蓄純増 － 767,153 － 617,123

預貯金純増 － 754,502 － 604,194

保険純増 － 12,651 － 12,929

個人・企業年金保険純増 － -1,647 － 918

他の保険純増 － 14,298 － 12,011

有価証券純購入 － 5,173 － 7,609

土地家屋借金純減 － 38,002 － 40,099

他の借金純減 － 5,944 － 1,619

クレジット購入借入金純減 － -93,877 － -44,662

財産純増 － 0 － -534

その他の純増 － 27 － 486

繰越純増 － -47,488 － 14,540



勤労者世帯 勤労者世帯

用   途   分   類

二人以上の世帯

松 江 市 全   国

－ 38.2 － 37.0

黒字率(％) － 61.8 － 63.0

金融資産純増率(％) － 70.7 － 61.8

貯蓄純増(平均貯蓄率)(％) － 70.2 － 61.1

預貯金純増(％) － 69.0 － 59.8

保険純増(％) － 1.2 － 1.3

個人・企業年金保険純増(％) － -0.2 － 0.1

他の保険純増(％) － 1.3 － 1.2

有価証券純購入(％) － 0.5 － 0.8

土地家屋借金純減(％) － 3.5 － 4.0

他の借金純減(％) － 0.5 － 0.2

クレジット購入借入金純減(％) － -8.6 － -4.4

財産純増(％) － 0.0 － -0.1

エンゲル係数(％) 26.8 23.6 30.7 29.0

注１ 統計表中の「-」は該当数字がないものである。 
　２ 二人以上の世帯には、「勤労者世帯」のほか、世帯主が無職の世帯と、自営業者などの

世帯を含み、自営業者などの世帯の収入は調査していないため、二人以上の世帯の収入
にかかる項目は「-」となる。

　３ 可処分所得とは、実収入から非消費支出を差し引いたものである。
　４ 黒字とは、可処分所得から消費支出を差し引いたものである。
　５ 平均消費性向とは、可処分所得に対する消費支出の割合である。
　６ エンゲル係数とは、消費支出に占める食料費の割合である。

(再掲) 可処分所得に対する割合
  平均消費性向(％)


